
令和２年 10 月２日 

  
制服販売業者各位 

 

静岡県立島田工業高等学校長 

 

本校指定制服の販売業者の指定について 

 
 このことについて下記のとおり公募します。本校指定制服の販売を希望する方は、

説明会への参加をお願いします。 

 
記 

 
１ 説明会 

 (1) 実施日時 

   令和２年 10 月 23 日（金）午後３時 50 分から 

 (2) 実施場所 

   静岡県立島田工業高等学校会議室 

 (3) 説明内容 

ア 本校指定制服について 

イ 制服に係る校則等について 

  ウ 販売日程等について 

  エ 販売に関する契約について 

 (4) 参加方法 

   次のとおり書類を提出してください。 

ア 提出書類 

  説明会参加申込書（別紙様式） 

  イ 提出期限 

    令和２年 10 月 16 日（金）午後４時 30 分必着 

    持参の場合は、午前８時 30 分から午後午後４時 30 分まで（土日を除く。）

とします。 

  ウ 提出先 

    静岡県立島田工業高等学校担当 

 

２ 販売業者指定の留意事項 

 (1) 指定期間 

令和３年度から令和７年度まで（当該年度の入学生に対する販売） 

   ただし、アフターサービスは、令和７年度入学生が卒業するまで行っていただ

きます。 

 



  

(2) 制服 

ア 指定製造業者 

   静岡菅公学生服株式会社（静岡市葵区流通センター４－１） 

イ 品目 

男子 女子 備考 

ブレザー ブレザー  

冬スラックス 冬スカート  

夏スラックス 夏スカート  

長袖角襟シャツ 長袖丸襟ブラウス  

半袖角襟シャツ 半袖丸襟ブラウス  

ワンタッチネクタイ ワンタッチリボン  

－ 冬スラックス 希望購入品 

－ 夏スラックス 希望購入品 

－ ワンタッチネクタイ 希望購入品 

セーター 男女兼用、希望購入品 

ベスト 男女兼用、希望購入品 

 ウ 仕様 

    上記１の説明会で仕様書を配布します。 

(3) 販売方法 

   入学生が任意の指定販売業者の店舗に出向いて採寸・購入します。なお、各指

定販売業者への販売数の割り当ては一切ありません。 

   ＜参考：過去３年度の入学者数＞ 

   【男女別】 

区分 男子 女子 合計 

平成30年度入学生 218人 23人 241人 

令和元年度入学生 185人 19人 204人 

令和２年度入学生 184人 19人 203人 

  【出身中学地域別】 

区分 志太・榛原地区 菊川市以西 静岡市以東 

平成30年度入学生 237人 1人 3人 

令和元年度入学生 200人 1人 3人 

令和２年度入学生 194人 8人 1人 

(4) 販売業者指定の資格要件 

ア 採寸のできる販売店が、県内の次の市町内に１か所以上存在すること。 

島田市、藤枝市、焼津市、牧之原市、吉田町、中川根町、本川根町及びその

周辺市町 

イ 過去３年度（平成 30 年度～令和２年度）に、静岡県内公立高等学校の制服販

売の実績があること。 



ウ 上記２(2)の指定制服の取り扱いができること。 

エ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなさ

れている者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。又

は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなさ

れている者（再生手続き開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

オ 次のアからキまでのいずれにも該当しないこと。 

(ｱ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。

以下「法」という。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。） 

(ｲ) 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過

しない者をいう。以下同じ。）である者 

(ｳ) 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役

員以外の者をいう。）が暴力団員等である者 

(ｴ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者 

(ｵ) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者 

(ｶ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(ｷ) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材

又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者 

(5) 契約等 

本校と販売に関する契約を締結していただきます。詳細は上記１の説明会で説

明します。 

 

３ その他 

  不明な点がある場合は、担当までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当  

静岡県立島田工業高等学校 事務部 前田 

〒427-8541 静岡県島田市阿知ケ谷201 

TEL 0547-37-4194 FAX 0547-37-1177 

E-mail shimada-th@edu.pref.shizuoka.jp 

 


